
- 1 - 

令和５年度第２回中標津町地域公共交通活性化協議会　議事録 

 

 

中標津町地域公共交通活性化協議会事務局 

（中標津町町民生活部生活課） 

 

 

１　日 時　　令和５年６月 26 日（月） 

 

２　場 所　　中標津町役場　３階　301 会議室 

 

３　出席者　　遠藤会長、他委員 13 名、アドバイザー、事務局３名 

 

４　議 題　　報告第１号　町民意見募集（パブリックコメント）の結果について 

議案第１号　令和４年度事業報告及び収支決算報告について 

議案第２号　令和５年度事業計画（案）及び収支予算（案）について 

　　　　　　　議案第３号　令和６年度地域内フィーダー系統に関する計画認定申請について 

議案第４号　部会設置規程について 

 

５　議事の経過 

（１）協議会運営に関する報告 

　　　　・出席者数は過半数を超えるため、協議会設置要綱第６条第２項より会議は成立。 

　　　　・人事異動により、４月１日付で舟橋委員が石垣委員に変更。 

　　　　・役員改選により、６月 22 日付で佐々木委員が端委員に変更し、欠員であった計

根別町内連合会からは中瀬委員が就任。 

　　　　・中瀬委員の代理として、熊谷氏が出席。 

　　　　・本年度も、町の公共交通政策に関するアドバイザーとして、為国孝敏氏に交通

計画の推進等をご協力いただく。 

 

（２）議案第１号　令和４年度事業報告及び収支決算報告について 

　　　　・監査報告　→　監事である舘下委員より、適正に執行されている旨、報告 

　　　　・異議なし　→　議案第１号について承認 

 

（３）議案第２号　令和５年度事業計画（案）及び収支予算（案）について 

　　【会長】 

　　　　・計画の各目標の事業はどのように進めていくのか。 

　　【事務局】 

　　　　・実施主体（町や交通事業者等）で内容を検討し、検討内容を協議会委員に諮り、

意見をいただく形で進める。 

【アドバイザー】 

　　　　・計画作成時点から、路線再編のイメージは担当レベルで共有している。 

　　　　・一方で、交通事業者の運転手不足が深刻化している。 

　　　　・コロナ禍が明け、バスの需要が戻ってきたが、今度は運転手が不足している。 
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　　　　・ハイヤー事業者も運転手不足により、交通施策への協力が難しいこともある。 

　　　　・中標津はこの辺りの町の中核になっている。中核に合うような、町民の活力向

上になるような足を作っていかなければならないと思う。 

　　　　・課題は多くあるが、今後、委員の皆様と、情報を共有し一緒に検討することが

多くなることを認識いただければありがたい。 

　　　　・振興局主体の広域計画及び広域の路線についても情報共有をいただきながら、

この辺りも含めて具体的にできるように頑張っていきたい。 

　　【会長】 

　　　　・今年の計画、収支予算につては、紙面のとおり進めてよろしいか。 

　　　　　　→　異議なし　→　議案第２号について承認 

 

（４）議案第３号　令和６年度地域内フィーダー系統に関する計画認定申請について 

　　　　・異議なし　→　議案第３号について承認 

　　　　・申請作業等は、事務局の方で進めていく。 

 

（５）議案第４号　部会設置規程について 

　　【委員】 

　　　　・福祉車両の補助は、全額補助なのか。 

　　【事務局】 

　　　　・１／３の補助になっている。 

　　【委員】 

　　　　・何台を購入予定か。 

　　　　・町で委託をかけているものと絡みがあるのか。 

　　【事務局】 

　　　　・１台を購入予定。 

　　　　・通常のハイヤー事業で使用する者と伺っている。 

　　【会長】 

　　　　・部会を設立し、補助金の申請に繋げていくという考え方で整理してよろしいか。 

　　　　　　→　異議なし　→　議案第４号について承認 

　　　　・ 

 

（５）報告第１号　町民意見募集（パブリックコメント）の結果について 

　　　　・事務局から説明のあった修正内容で異議等なし。 

 

 

６　事務局からの報告 

　　　・計画書については、現在修正作業等を進行中。 

　　　・修正作業が終了次第、完成版を委員の皆様へ郵送する。


